
【院外処方箋の様式変更について】 2020年9月18日

院外処方箋の疑義照会方法を変更するため、
下記のように変更します。

①

保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応（特に指示がある場合は「✓」又は「×」を記載すること。）
☑残薬調整後の報告可 □保険医療機関へ疑義照会した上で調剤 □保険医療機関へ情報提供

②

処方に関すること FAX：0765-23-1307（薬剤部直通）

保険に関すること TEL：0765-22-1280（代表から医事課へ）

院外処方箋問合せ窓口


